
 

１　変更理由 

人件費の高騰や働き方改革の推進に伴い全市的に事務事業の見直しが必要

となっており、市役所が開庁時間の見直しを行った状況下、持続可能な事業

運営を図る一環として。 

 

２　変更内容 

　　開設時間 

　⑴　変更前　午前　９時から午後４時まで 

　⑵　変更後　午前１０時から午後４時まで（従来から１時間短縮） 

 

３　変更時期 

　　令和８年４月１日（水）から 

 

４　周知方法 

　⑴　令和８年度ごみの出し方へ掲載（広報３月号と同時に全戸配布） 

　⑵　広報おわりあさひ３月号へのお知らせ記事掲載 

　⑶　リサイクルひろば施設内へのポスター掲示 

　⑷　市公式ＬＩＮＥの配信 

　⑸　市ホームページの掲載 
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